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K A G O S H I M A - I C H I K I K U S H I K I N O - C I T Y

（11月23日　冠岳花川砂防公園　「かんむりだけ山市物産展」）

今月号の主な内容
■ いちき串木野市の財政状況
■ 平成２０年度保育所入所申込みの受付
■ データで見る「いちき串木野市の男女共同参画」
■ ８０２０表彰 おめでとうございます
■ 第１０回元気な街づくりウオーキング大会
■ 教育委員会だより
■ まちの話題
■ おしらせ版
■ 図書館だより
■ 市民カレンダー

2007．12　ｖｏｌｖｏｌ．２６２６【１２月２０日発行】
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　平成18年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が議会の決算審査特別委員会の審議を経て、12月

議会で認定されました。この公表は、毎年５月と11月に市の財政状況をお知らせするものです。今回は、

平成18年度の決算状況と平成19年度（10月末現在）の予算状況をお知らせします。

　平成18年度一般会計の決算額は、歳入150億5,515万６千円（前年度比8.0％増）、歳出146億7,383万円（前

年度比8.1％増）で、差し引き３億8,132万６千円（繰越明許費繰越額3,926万６千円を含む）を翌年度に繰り

越しました。

いちき串木野市のいちき串木野市の

 平成１８年度の決算状況 

  一般会計  

説　　　　　　明差引17年度18年度
普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の３ヵ年の
平均で、高いほど財源に余裕があるとされる。0.020.410.43 財政力指数

標準財政規模に対する実質収支額の割合を言い、概ね３～５％が望ましいとされている。0.23.94.1 実質収支比率
財政構造の弾力性を示す指標であり、人件費、公債費等の経常経費に、税、普通交付税等
の経常的な一般財源が充当された割合で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。▲1.799.097.3 経常収支比率
財政構造の弾力性を判断する指標であり、公債費に充てられる一般財源の額の標準財政規
模に占める割合である。▲0.820.119.3公債費比率
公債費比率に、公営企業会計の元利償還金への一般会計からの繰出金等を加味した起債制
限等を行う指標。18％を超えると許可団体へ移行する。0.517.217.7実質公債費比率
地方債の許可制限に係る指標として地方債許可方針に規定されたものであり、この比率が
20％以上の団体に対しては、一定の地方債が制限される。0.713.314.0起債制限比率

義
務
的
経
費 

49.6％
 

そ
の
他 

27.1％
 

投資的経費　23.3％ 

性質別歳出決算額 

人件費 
3,151,466千円 
21.5％ 

公債費 
 2,508,404千円 
 17.1％ 

扶助費 
 1,617,886千円 
 11.0％ 

普通建設事業費 
 3,387,410千円　 23.1％ 

物件費 
 1,540,015千円 
 10.5％ 

補助費等 
 657,024千円 
 4.5％ 

出資・貸付・ 
積立・繰出金 
 1,780,818千円 
12.1％ 

災害復旧事業費 
 30,807千円　 0.2％ 

市有財産の状況（平成１８年度末現在）

現　在　高名　称現　在　高名　称

3,126,953千円基 金3,783,816�土　　　地

1,050,466千円財政調整基金

内　
　
　

訳

160,746�建　　　物

523,774千円市債管理基金71,067�山林（立木）

647,336千円土地開発基金14,379千円有 価 証 券

285,711千円施設整備基金145台自　動　車

619,666千円そ の 他418,327千円債　　　権

歳入決算額　15,055,156千円 歳出決算額　14,673,830千円 

自
　
主
　
財
　
源 
依
　
存
　
財
　
源 

30.2％ 

69.8％ 

繰入金　224,203千円　1.5％　基金からの取り崩し 
（特定の目的等のために積み立てておいたお金から 
の引き出し） 総務費 

1,642,304千円　11.2％ 
全般的な管理事務や、 
財産、企画、税務事務 
などにかかる経費 

土木費 
1,664,194千円　11.3％ 
道路・河川・都市計画 
等にかかる経費 

衛生費 
1,782,112千円　12.2％ 
健康で衛生的な生活を 
送るために必要な保健 
衛生・清掃などの経費 

教育費 
1,202,736千円　8.2％ 
小中学校・公民館など 
教育関係経費全般 

分担金及び負担金　162,753千円　1.1％ 
一定事業についてその経費を負担する保育所や老人 
ホーム負担金等あるいは分担するもの 

使用料及び手数料　182,783千円　1.2％ 
市営住宅や施設などの使用料及び住民票や各種証明 
等の手数料 

その他　1,588,022千円　10.5％　 
地方消費税交付金、地方譲与税、諸収入、地方特例 
交付金、寄附金、財産収入等 

県支出金 
2,133,334千円　14.2％ 

国庫支出金 
 907,459千円　6.0％ 

国庫支出金 
 907,459千円　6.0％ 

地方交付税 
 5,188,566千円　34.5％ 

標準的な行政の実施に必要な 
経費を賄うための収入が不足 
する団体に対し、一定の方法 
で国から交付されるお金　　 

市債 
 1,440,900千円　9.6％ 

市税 
 3,227,136千円　21.4％ 
 個人法人市民税 
 固定資産税 
 軽自動車税 

 市たばこ税　入湯税 

民生費 
2,543,790千円　17.3％ 
一定水準の生活と、安定 
した社会生活に必要な主 
に福祉関係の経費 

公債費 
2,508,404千円　17.1％ 
市が借り入れた市債の償 
還にかかる経費 

その他 
3,330,290千円　22.7％ 
農林水産業費・消防費・ 
議会費・商工費・災害復 
旧など 
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財政状況財政状況
主な歳入の推移 
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主な歳出の推移 
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16年度 17年度 18年度 

市債残高 

歳出決算額 

226億円 

147億円 
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市民一人当たりの市債残高 

万
円 

16年度 17年度 18年度 

71.5 71.0
70.0

　（単位：千円）主要施策の概要
一般財源事業費事　　業　　名

○住民と行政とのパートナーシップによる『共生・協働のまちづくり』

858858男女共同参画社会推進事業

1,5581,558総合計画策定事業

○健康で文化的な生活を営める『元気で安心できるまちづくり』

０58,569消防施設・設備（車両）整備事業

2,151265,650防災行政無線通信設備整備事業

26,00626,006小・中学校パソコン設置事業

9,2409,240未来の宝子育て支援金事業

6,957193,933多目的グラウンドスタンド建設整備事業

○世界に羽ばたく力強い産業が展開する『活力あるまちづくり』

1,4533,039食品リサイクル施設整備事業

8,79130,300基盤整備促進事業（松下地区）

8,03440,400基盤整備促進事業（冠岳・小堀地区）

2,80027,600県営ふるさと農道緊急整備事業

5,911136,370フォレストコミュニティ総合整備事業

21,039116,372種子島周辺漁業対策事業

０100,000市来漁港地域水産物供給基盤整備事業

○利便性が高く美しいまちを創造する『快適な環境のまちづくり』

3,23545,435市道川畑線道路改良事業

3,44621,146市道別府上名線道路改良事業

1926,519市道平木場線道路改良事業

1,30240,202住宅建設（ウッドタウン）事業

41,778536,909麓土地区画整理事業

市税負担額（平成１６年度～１８年度決算）
18年度17年度16年度単位区　分
3,227,1363,198,9422,929,587千円市 税 総 額
99,78897,91788,697円１人当たり
238,888236,871216,734円１世帯当たり
32,34032,67033,029人人 口
13,50913,50513,517世帯世 帯 数

注）人口及び世帯数は、各年度末の住民基本台帳登録者数による。

人　口……………………３２，９９３　人 
世帯数……………………１２，６８５ 世帯

平成１７年１０月１日国勢調査
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　平成18年度決算状況及び平成19年度予算の

概要をお知らせしましたが、平成18年度の決

算につきましては、市民の皆様の市政に対す

るご理解とご協力により、厳しい財政事情の

中で、市民生活に密着した多くの事業を施行

し、概ね所期の成果を収めることができまし

た。また、一般会計及び特別会計の収支状況

については、すべて収支の均衡を保つことが

できました。　　

　本市の財政状況は、国の三位一体改革等の

影響により一段とその運営は厳しさを増して

きております。限られた予算の中で、市民の

皆様の身近な要求に応えるため、最善の努力

をしてまいります。

　市民の皆様のご理解とご協力をお願いいた

します。

◎水道事業会計
１．収益的収入及び支出

  特別会計  
（単位：千円）

実質収支額翌年度へ繰越
すべき財源差引額歳　出歳　入

０００205,387205,387簡易水道事業

221,773０221,7733,842,8004,064,573国民健康保険

０００1,5901,590交通災害共済

13,952０13,9524,565,0714,579,023老  人  保  健

０2,3002,300987,527989,827公共下水道事業

０００11,35311,353地方卸売市場事業

90,65395691,6092,786,7262,878,335介　護　保　険

124０124261,402261,526国　民　宿　舎

０００14,96314,963戸崎地区漁業集落排水事業

19,268０19,268100,409119,677居宅介護サービス事業

345,7703,256349,02612,777,22813,126,254計

  企業会計  
平成１８年度の決算状況

収益的収入合計　420,593千円 

営業外 
収　益 
5,676千円 
1.35％ 

その他 
営業収益 
2,067千円 
0.49％ 

給水収益 
412,850千円 
98.16％ 

収益的支出合計　371,303千円 

支払利息 
及び諸費 
72,959千円 
19.65％ 
 

減　価 
償却費 
137,661千円 
37.08％ 

原浄配給 
水費 

107,113千円 
28.85％ 

総係費 
53,038千円 
14.28％ 

その他 
532千円 
0.14％ 

平成19年度歳入歳出予算（10月末現在） （単位：千円）
平 成 19 年 度
10月末予算額

　　　　　　　　　　　　　　年度

会計名　　　　　　　　　　　　　

13,028,504一　　般　　会　　計

13,562,053特　　別　　会　　計

207,109簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

内　
　
　
　
　

訳

4,406,795国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

1,440交 通 災 害 共 済 特 別 会 計

4,728,364老 人 保 健 特 別 会 計

896,344公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

10,876地方卸売市場事業特別会計

2,918,070介 護 保 険 特 別 会 計

275,920国 民 宿 舎 特 別 会 計

13,067戸崎地区漁業集落排水事業特別会計

104,068居宅介護サービス事業特別会計

26,590,557合　　　　計
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２．資本的収入及び支出

　資本的収入が資本的支出に不足する額127,796,610円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額3,558,070円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,115,711円、過年度分損益勘定留保資金

26,698,427円及び当年度分損益勘定留保資金88,424,402円で補てんしました。

　平成18年度末における給水戸数は、8,716戸（前年度比605戸減）、給水人口は20,684人（前年度比232人減）

となっています。平成18年度の主な建設事業は、第５次拡張変更工事として、山之神浄水場の機械室に高

圧・低圧受電設備の設置やこれに伴う電力引込工事並びにポンプ棟の設置を行いました。その他、麓地区

の区画整理事業に伴う配水管布設工事等を実施しました。

◎国民宿舎事業会計
１．収益的収入及び支出

２．資本的収入及び支出

資本的収入　　無し

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額

41,742,263円 は、当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金

17,023,385円と一時借入金24,718,878円で補てんしま

した。

平成18年度の利用者は、宿泊客12,062人で、宿泊利

用率28.24％、休憩及び会議客9,284人、宴会客27,043人で、修正宿泊利用率49.51％です。

　前年度に比べ宿泊客912人の減、休憩及び会議客666人の減、宴会客1,575人の減、レストラン客4,168人の

増となっており、総体的に1,015人（1.49％）の増となっております。また、宿泊利用率は2.14ポイントの

減、修正宿泊利用率は3.45ポイントの減となっており、結婚披露宴の組数は33組で、前年度に比べ10組の減

となっています。

　今後も更に経営の合理化・効率化を図るとともに宣伝等の営業活動に取り組み、利用者の要望に応えら

れるよう努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。

（単位：円）資本的収入（消費税込み）

予算に対する増減決 算 額予 算 額区　　分

△31,147,090150,152,910181,300,000資本的収入

△30,000,000150,000,000180,000,000企 業 債

△1,147,090152,9101,300,000負 担 金

（単位：円）資本的支出（消費税込み）

不 用 額決 算 額予 算 額区　　分

52,414,480277,949,520330,364,000資本的支出

52,412,620191,981,380244,394,000建設改良費

1,86085,968,14085,970,000企業債償還金

収益的収入合計 
262,766千円 

営業外 
収　益 
9,987千円 
3.80％ 

利用収益 
241,158千円 
91.78％ 

売店収益 
7,856千円 
2.99％ 

その他 
営業収益 
3,765千円 
1.43％ 

収益的支出合計 
275,453千円 

支払利息 
及び諸費 
10,356千円 
3.76％ 

減価 
償却費 
29,710千円 
10.79％ 

宿舎 
経営費 
235,387千円 
85.45％ 

（単位：円）資本的支出

不 用 額決 算 額予 算 額区　　分

1,73741,742,26341,744,000資本的支出

1,73741,742,26341,744,000企業債償還金
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（貸借対照表）

　市民の皆さんに市の財政状況をお伝えするため、企業と同

様に複式簿記として整備されたバランスシート（貸借対照表）

を導入し平成19年３月末現在で作成しました。

　市の資産はどれだけあるのか、それに伴う負債がどれだけ

あるのか、今までと違った視点から財政状況を見ていただく

ものとして、市民皆さんに紹介します。

�������	
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　会社や学校で簿記を学んだことのある方はご存知のことと思いますが、借方（左側）には資産、貸方

（右側）には負債や資本（正味資産）を表示します。このように資産、負債、資本を一覧表にしたものを

バランスシートと呼んでいます。これによって道路や学校等の社会資本の整備にどれだけのお金が使われ

どれだけの資産が蓄積されているか、またそれを整備するための資金として負債がどれだけあるかが分か

ります。

�������	
�������

　平成19年３月31日現在では本市の総資産は530億円、負債251億円、正味資産279億円となっています。こ

れを平成19年３月末の市民１人当たりで見ると、資産は164万円、負債は77万７千円、正味資産は86万２千

円となります。資産内訳では、そのほとんどが道路・漁港・公営住宅などの有形固定資産（485億円）で資

産の91.5％を占めています。有形固定資産を行政目的別に見ると、道路・公営住宅整備等の土木費が227億

円（46.8％）と最も多く、次いで学校・給食センター等の教育費が

113億円（23.2％）、次に漁港・農道整備等の農林水産業費が73億円

（15.1％）となっています。

　負債の251億円は将来返済しなければならない債務、すなわち後

世代が負担する借金を表しています。負債内訳は、借入金残高が

206億円（後年の交付税措置分を除く実質的な残高は95億円、よって

１人当たりの実質的負債は29万４千円）などとなっています。

　正味資産の279億円は現在までの世代が既に負担し、次の世代

に引き継ぐ実質的な財産とも言えます。

（貸　方）
固定負債
　国、県、銀行などからの借入金
　退職給与引当金など
流動負債
　翌年度に返す予定の借入金
資本（正味資産）
　国庫支出金（国の補助金）
　県支出金（県の補助金）
　一般財源等（市税ほか）

（借　方）
有形固定資産
　道路、漁港、学校、体育館
　市営住宅、公民館、土地など
投資等
　特定目的の基金
　他の団体への貸付金など
流動資産
　現金、地方債償還の基金など
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いちき串木野市バランスシート
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�いちき串木野市バランスシート

（平成１９年３月３１日現在）
（単位：千円）

貸　　方借　　方

［負債の部］

１．固定負債

　�　地方債　　　　　　　  ２０，５８８，５８３ 

　�　債務負担行為

　　�物件の購入等　　　　  　０ 

　　�債務保証又は損失補償  　０ 

　　　債務負担行為計　　　  　　　　０ 

　�　退職給与引当金　　　   ２，４２１，３３５ 

　�　その他　　　　　　　 　　 ８３，９６０ 

　固定負債合計　　　　　　　　　　  ２３，０９３，８７８ 

２．流動負債

　�　翌年度償還予定額　　   ２，０４４，１７３ 

　�　翌年度繰上充当金　　   　　　　０ 

　流動負債合計　　　　　　　　　　   ２，０４４，１７３ 

　負 債 合 計　１＋２　　　　　　  ２５，１３８，０５１ 

［正味資産の部］

１．国庫支出金　　　　　　   ８，０２３，２４０ 

２．都道府県支出金　　　　   ４，３６０，９１８ 

３．一般財源等　　　　　　  １５，５０８，５００ 

　正味資産合計　１＋２＋３　　　　  ２７，８９２，６５８ 

　負債・正味資産合計　　　　　　　  ５３，０３０，７０９ 

［資産の部］

１．有形固定資産

　�　総務費　　　　　　　   １，８８４，７１６ 

　�　民生費　　　　　　　   　９５９，８２６ 

　�　衛生費　　　　　　　   １，６２１，１４３ 

　�　労働費　　　　　　　   　 ３１，３７２ 

　�　農林水産費　　　　　   ７，３０９，７９７ 

　�　商工費　　　　　　　   １，５７７，７５８ 

　�　土木費　　　　　　　  ２２，７２４，８６８ 

　	　消防費　　　　　　　  　 ９７２，０８９ 

　
　教育費　　　　　　　  １１，２５７，１６０ 

　�　その他　　　　　　　  　 ２１０，１９５ 

　　　　計　　　　　　　　  ４８，５４８，９２４ 

　　　　（うち土地　　　　   ７，７７７，４０７）

　有形固定資産合計　　　　　　　　 ４８，５４８，９２４ 

　

２．投資等

　�　投資及び出資金　　　   　３５７，８３０ 

　�　貸付金　　　　　　　   　３２２，８２７ 

　�　基金

　　�特定目的基金   　４７８，８５４ 

　　�土地開発基金   　６４７，３３６ 

　　�定額運用基金   　 ５３，１５６ 

　　　基金計　�＋�＋�　   １，１７９，３４６ 

　�　退職手当組合積立金　   　　　　０ 

　投資等合計　�＋�＋�＋�　　　   １，８６０，００３ 

３．流動資産

　�　現金・預金

　　�財政調整基金   １，０５０，４６６ 

　　�減債基金　　   　５２３，７７４ 

　　�歳計現金　　   　３８１，４２９ 

　　　現金・預金計　�＋�＋�   １，９５５，６６９ 

　�　未収金

　　�地方税　　　  　 ３４７，３１１ 

　　�その他　　　  　 ３１８，８０２ 

　　　未収金計　�＋�　　　　  　 ６６６，１１３ 

　流動資産合計　�＋�　 　　　　　  ２，６２１，７８２ 

　資 産 合 計　１＋２＋３　　　　  ５３，０３０，７０９ 

平成１９年３月３１日　現在　住民基本台帳人口　　　　３２,３４０人
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平成20年度　保育所入所
　来年４月から市内の保育所に入所を希望する児童の入所申込みを受け付けます。
［保育所の概要］

社会福祉法人浜ヶ城福祉会

浜ヶ城保育園
社会福祉法人羽島福祉会

羽 島 保 育 園
宗教法人浄寶寺

串木野保育園
宗教法人願船寺

願船寺保育園保育所名

私　　　立私　　　立私　　　立私　　　立公私の別

下名12011－１（浜ヶ城）羽島3595－３（横須）本浜町38（浜町）栄町22（栄町）所 在 地

Tel　 ３２－４７１２
Fax　３２－４８７２

Tel　 ３５－００４５
Fax　３５－０３６３

Tel　 ３２－１７７９
Fax　３２－５１２１

Tel　 ３２－３７００
Fax　３２－８６０４連 絡 先

児　島　喜代子牧　田　京　子島　津　知　道井　上　恒　夫所長（園長）

４５ 人４５ 人４５ 人６０ 人定　　員

７：００～１８：３５７：００～１８：３０７：００～１８：５０７：００～１８：３０開所時間

～自然の中でめいっぱい
　　　　遊びませんか～
　当園は串木野市街と海
を一望する高台にあり、
園庭の横に菜園、周囲は
木々が茂る自然豊かな場
所です。その中で子ども
たちが元気よく遊んでい
ます。

～ 保育の方針 ～
①自然遊び（季節を感じ、
虫や草花に触れる）を
通して人間の土台とな
るたくましい心と体を
つくる。
②子どもたち同士、地域
の様々な人と交流する
ことで、人間関係づく
りの基礎を築く。
③菜園作りを通して命を
育てる活動を行う。感性
豊かな子どもに育てる。
④ 菜園で収穫した野菜
等を食し、食の大切さ
（食育）を学ぶ。

　保育園は子どもにとっ
て「昼間の家」です。
　保育士は子どもの人生
の中で母親の次に出会う
最も影響力の大きい保育
者であるとの自覚を持
ち、愛情保育、安全保育、
健康保育をモットーに情
緒の安定を図り、心身の
健全な発達を助長する。

～ 保育の方針 ～
○ やる気のあるこども
○ 思いやりのあるこど
も
○ 感性豊かなこどもを
育てる。
　マーチング活動を通し
て忍耐力・集中力・協調
性を培い、地域の行事に
参加し達成感を味わう。
　わんぱく体操の実施
（プロの指導者による体
育指導で身体を鍛える。

　社団法人大谷保育協会
の総合テーマ

「ともに生き、ともに育
ちあう保育を実践しよう」

のもとに真宗保育の内容
をより深めながら、園づ
くりに携わっていく。

　当園では、子どもの発
達段階によって、正しい
愛情と知性と技術とでひ
とりひとりの子どもをよ
く見つめ、のびのびと楽
しい集団生活を経験させ
て、心身ともに生き生き
とした子どもの育成を目
指しています。

～ ね が い ～
　ひとりひとりの幼児
が、幸せな生活のできる
「いしづえ」を築き、豊
かな保育環境と宗教的情
操教育のなかで、心身の
調和的な発達をはかる。

～ 保育の目標 ～
① 家庭的なくつろいだ
雰囲気の中で、個々の
子どもの欲求を十分に
満たし、健康と情緒の
安定を心がける。

② 子どもの個性と年令
に応じた幼児期として
の望ましい生活習慣の
自立を援助すると共
に、健やかな心と身体
の発達をはかる。

③教育的配慮をもって、
豊かな経験の場をつく
る。

④森でのあそびと生活体
験（園の森）

保育方針

①０歳児保育
② 延長保育促進事業
③障害児保育事業
④世代間交流事業
　（老人福祉施設訪問等）
⑤育児講座・育児と仕事
の両立支援事業

①０歳児保育
②世代間交流
③育児講座
④延長保育促進事業
⑤障害児保育事業

① ０歳児保育
②世代間交流事業
　（老人福祉施設訪問等）
③地域の特性に応じた保
育需要への対応

④ 延長保育促進事業

① ０歳児保育
② 障害をもつ子どもと
共に育ちあう保育

③社会や地域の人と交流
し、いろいろな文化に
ふれる活動

④延長保育促進事業

特別保育
等の実施
予定　　

［入所基準］保育所へ入所できる児童は、その保護者のいずれもが次の事情にある場合です。
�　保護者が昼間家庭外で仕事をしている　�　保護者が昼間家庭内で家事以外の仕事をしている
�　母親が妊娠中または出産後間がない　　�　保護者が病気または負傷し、あるいは障害をもっている
�　保護者が病人などの看護をしている　　�　災害の復旧にあたっている
�　明らかにその児童が保育に欠けると市長が認めたとき
※ ただし、入所基準�～�の場合、その世帯の保護者以外の同居の親族等が児童を保育できるときは入所
できません。
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申込みの受付
串木野庁舎　　福祉課（�33－5618）
市来庁舎　健康福祉課（�21－5117）

いちき串木野市立

市 来 保 育 所
いちき串木野市立

照 島 保 育 所
いちき串木野市立

生 福 保 育 所
社会福祉法人太陽福祉会

太 陽 保 育 園
公　　　立公　　　立公　　　立私　　　立

湊町3126－23（日ノ出）下名5320（酔之尾）上名8671（大六野）西塩田町73－１（汐見町）

Tel　 ３６－２１６６
Fax　３６－２３２４

Tel　 ３２－３３２４
Fax　３２－３５１４

Tel　 ３２－３３５９
Fax　３２－３５２８

Tel　 ３２－７９１０
Fax　３２－７９３２

矢　頭　ひとみ福　田　けい子松　野　ゆかり吉　尾　逸　平

９０ 人１２０ 人６０ 人６０ 人

７：００～１９：００７：３０～１８：００７：３０～１８：００７：００～１８：３０

　子どもが健康で安心して
過ごせる環境の中で、集団
生活を通して豊かで健全な
心情の発達を培う。

～ 保育目標 ～
　身近な環境の中で個々の
子どもが自己を十分に発揮
し、よりよい援助のもとで
豊かな人間性を育てる。

～ 目標とする子どもの姿 ～
�あいさつのできる子
�げんきな子
�やさしい子
�がんばる子

　市来保育所では地域の
方々の協力をいただきなが
ら、地域の行事参加などい
ろいろな世代の方々との交
流を深めています。これか
らも地域に根ざした保育所
づくり、安心して過ごせる
環境づくりにより一層取り
組んでいきます。

　子どもが健康で安心して
過ごせる環境の中で、集団
生活を通して豊かで健全な
心情の発達を培う。

�恩を感じ取る子どもに育
てる
�いのちを大切にする子ど
もに育てる
�明るく、強く、たくまし
い子どもに育てる
�創造力、思考力、表現力、
適応力の豊かな子どもに
育てる
�偏食をしない心身豊かな
子どもに育てる
�物を大切にする子どもに
育てる

　豊かな自然環境の中で保
護者・地域の方々の協力を
いただきながら、色々な行
事を通じ子どもたちは成長
しています。これからも地
域に根ざした保育所づくり
に取り組んでいきます。

　子どもが健康で安心して
過ごせる環境の中で、集団
生活を通して豊かで健全な
心情の発達を培う。

�明るく元気に遊ぶたくま
しい子どもに育てる

�自ら友達とかかわること
のできる積極的な子ども
に育てる

�思いやりのある感性豊か
な子どもに育てる

�自分のことは自分ででき
る自主的な子どもに育て
る

　緑豊かな環境の中で、保
護者・地域の方々の協力を
いただきながら、色々な行
事を通じ子どもたちは成長
しています。これからも地
域に根ざした保育所づくり
に取り組んでいきます。

　当園は、開設以来子ども
の健康づくりに重点を置
き、薄着保育やすもう大会
等を通じて子どもの健康づ
くりを推進しています。　
　また、米国のサリナス市
の保育園とも姉妹園を結
び、国際化の時流の中でゆ
うぎ会等で英語劇を取り入
れる等子ども達のことばに
対する興味を側面から助長
し援助しています。
　一方、パソコン保育を取
り入れて遊びの中でパソコ
ンに触れ、将来を見据えた
保育を行っています。
　子ども達にとって一番大
切なものは健康と遊びで
す。当園は、明るく健康的
な保育園づくりを目指して
います。
　また、図書室も併設し、
絵本に触れることによって
子供達の感性も拡げられた
らと思います。

�０歳児保育
�障害児保育事業
�延長保育促進事業
�世代間交流事業
　（老人福祉施設訪問等）
�地域高齢者とのふれあい
�一時的保育

�０歳児保育
�障害児保育事業
�地域の特性に応じた保育
需要への対応
�世代間交流事業
　（老人福祉施設訪問等）

�０歳児保育
�障害児保育事業
�地域老人とのふれあい
�世代間交流事業
　（老人福祉施設訪問等）

�０歳児保育
�老人とのふれあい活動
�延長保育促進事業
�育児支援センター
　（※サークルあり。随時
　　　受付　℡ 33－0192）

※詳細については各保育所にお問い合わせください。
　●　保育料：児童の年齢及び児童の属する世帯の税額によって決定します。
　●　入所申込書：串木野庁舎福祉課・市来庁舎健康福祉課または市内の各保育所で配布します。
　●　受付期間：平成２０年１月１５日�～平成２０年１月３１日�
　●　提出先：新規入所申込みの方　串木野庁舎福祉課、市来庁舎健康福祉課
　　　　　　　継続入所申込みの方　串木野庁舎福祉課、市来庁舎健康福祉課及び各保育所



１０

��������������	
������������

�������	
������������

　「男女共同参画社会の実現」は21世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけられていますが、本市の
「男女共同参画」の現状をシリーズで紹介しています。
　ご紹介する内容は、男女共同参画に対する住民の意識や関心、家庭や職場などでの男女共同参画の状況などを
把握するために、「男女共同参画に関する住民意識調査」を実施し、その結果を今年３月にまとめたものです。ま
た、今年度は、この住民意識調査等の結果を基礎資料として「いちき串木野市男女共同参画プラン（仮称）」を
策定いたします。
（本調査は、20歳以上のいちき串木野市民2,000人を対象に平成18年９月に行いました。対象については、住民基
本台帳から無作為に抽出しました。）

５　職業生活について
�　就業している理由（複数回答）（n＝597）（問９）
　　　現在仕事をしている理由をみると、「生計を維持するため」（70.5％）が最も多く、次いで「将来に備えて

貯蓄するため」（34.2％）・「働くのが当然だから」（31.5％）の順となっている。
　図：５－�

　�　女性の就労環境
　　�　職場で性別によって処遇に差があるか（n＝597）（問10）
　　　　現在の職場において、仕事の内容などで性別によって処遇に差があるかについては、「そのようなことは

ないと思う」が男性（44.8％）・女性（49.8％）と約半数になっている。
　　　　男女別にみると、「差があると思う」では女性（29.8％）より男性（33.7％）の方が高い。
　図：５－�－�
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　　�　処遇の差の具体的内容（複数回答）（n＝189）（問11）
　　　　職場での処遇の差の具体的内容として、「賃金に差がある」が63.0％と最も多く、次いで「昇進・昇格に

差がある」36.5％の順になっている。
　　　　男女別にみると、男女とも「賃金に差がある」が最も多く、女性では約７割となっている。一方、「補

助的な仕事しかやらせてもらえない」が男性20.6％であるのに対して、女性は7.6％である。
　図：５－�－�

　　�　女性の就労に対する考え方（N＝1,062）（問13）
　　　　女性の就労に対する考え方をみると、「子どもができたら仕事をやめ、子どもが大きくなったら再び仕事

をもつ方がよい」（31.3％）が最も多く、次いで「子どもができても、育児制度等を利用しながら、ずっと
仕事を続ける方がよい」（18.1％）の順となっている。

　図：５－�－�
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　　�女性が仕事をしやすい環境を整えるための必要事項（複数回答）（N＝1,062）（問14）
　　　　女性が仕事をしやすい環境を整えるための必要事項について、「家族や夫の理解・協力」が41.1％と最も

多く、次いで「育児・介護休業制度の普及」38.3％・「保育所・放課後児童クラブ（学童保育）などの子育
て環境の整備充実」が31.3％の順となっている。

　図：５－�－�

　�　収入になる仕事をしていない理由（複数回答）（n＝462）（問12）
　　　収入になる仕事をしていない理由をみると、「高齢だから」（49.4％）が最も多く、次いで「健康や体力に

自信がないから」（27.3％）の順になっている。
　図：５－�
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平成１９年度 年末年始の交通事故防止運動平成１９年度　年末年始の交通事故防止運動

　例年、年末年始においては、夕暮れ時・夜間に交通死亡事故が多発する傾向にあり、年齢別では高齢者

の交通死亡事故の増加が顕著となるなど、この時期における交通事故防止対策はきわめて重要でありま

す。特に、交通量の増加に併せ、忘年会、新年会シーズンの到来による、飲酒を起因とした交通事故が増

加する恐れがあります。

　よって、飲酒運転による厳罰化等を内容とする改正道路交通法の周知徹底、交通安全思想の普及・浸透

及び交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けすることにより、年末年始の交通事故の抑制

を目的とします。

◎スローガン　　「年末年始　マナーアップで　事故防止」

◎実施期間　　　１２月２２日�～１月１０日�

◎運動の最重点　高齢者の交通事故防止　～歩行中・運転中における事故防止～

・運転者のみなさん、高齢者を見かけたら、減速、徐行、一時停止するなど「思いやりのある」運転に心

がけましょう。

・高齢者のみなさん、「車が遠くに見えているから、まだ渡れるだろう。」と過信しないで、十分確認して

から渡りましょう。

・安全運転に努め、事故のない年末年始にしましょう。

【運動の重点１】　飲酒運転の根絶

　　　　　　　　　～飲酒運転「８（やっ）せん」運動の展開

・運転者のみなさん、飲酒運転は悪質で危険性が高く、また重大事故につながることから絶対にやめま

しょう。

　　　　～守ろう！飲酒運転「８（やっ）せん」運動～

　�酒を飲んだら運転しません。　　　　　 �運転するなら酒を飲みません。
� �� � ��

　�酒を飲んだ人には運転させません。　　 �酒を飲んだ人には車は貸しません。
� �� � ���

　�運転する人に酒はすすめません。　　　 �酒を飲んだ人の車には同乗しません。
� �� � ��

　�使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしません。
� ��

　	酒を飲んだら自転車も乗りません。
� ��

【運動の重点２】　夕暮れ時・夜間における交通事故防止

　　　　　　　　　～しっかり！点けて（付けて）・確認」運動の展開～

・運転者のみなさん、夕暮れ時は、自車の存在を相手に知らせるため、早

めにライトを点灯しましょう。

・自転車を運転されるみなさん、無灯火の危険性を十分理解し、ライトを

点灯するとともに夜光反射材を活用して視認性を高め事故に遭わないようにしましょう。

【運動の重点３】　後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの

正しい着用の徹底

★シートベルト、チャイルドシートは命綱です。

正しく着用し、事故から身を守りましょう。
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～80歳以上で20本以上の歯を残す、それが“ ８０２０ 運動”～
��������

　いちき串木野市では80歳以上で20本以上歯がある元気な方を募集（協力歯科医院において無料で検診）し、11月
に開催される保健福祉大会において表彰しています。
　平成11年度から実施して、延62名の方が表彰されています。ご協力いただいている歯科医師の先生方にはいつも
歯科保健の向上にご貢献いただき感謝いたします。
　９回目の今年度は13名の方が表彰されましたので、ご紹介します。みなさん元気でいきいきしていらっしゃいま
した。また３か月ごとに定期健診を受診するなど歯科保健への意識も高まってきていることを強く感じました。
　これからも、多くの市民のみなさまに ８０２０ の実現をめざしていただきたいと思います。

��������

（※年齢は平成１９年１１月１日現在です。）

【萩原　薩男さん　91歳　歯数23本】

◆好きな食べ物

　好き嫌いなし。

　何でも食べます。

◆好きなこと（趣味）

　運動が好きでした。

◆元気の秘訣

　歯磨きは念入りによく磨いていました。

　寝る前は歯磨きを欠かしませんでした。

【田畑　留雄さん　85歳　歯数31本】
◆好きな食べ物
　何でもよく食べます。
　特によく食べているものは、青背の
魚・ちりめんじゃこ・野菜です。
◆好きなこと（趣味）
　とにかく外にでて人と話をするこ
と。

　一人にならないこと。良い事も悪い事もみんなで話を
する。

◆元気の秘訣
　新聞の切り抜きをしてよく読むこと。（ぼけ防止にもなる）
　歯が丈夫なのは子どもの頃から雑魚をよく食べていた
からかも。

【有村　森男さん　82歳　歯数25本】

◆好きな食べ物

　好き嫌いはありません。

　味噌汁と牛乳は毎日欠かせません。

◆好きなこと（趣味）

　温泉が大好き、毎日歩行浴もしてい

ます。

　農業をずっとしていました、今は家庭菜園で野菜をつ

くり自分で調理もします。

◆元気の秘訣

　朝と夜に歯みがきしています。

　小さい頃から牛乳をよく飲んでいます。

【料屋　都さん　82歳　歯数25本】
◆好きな食べ物
　１日３食バランスよくしっかり食べ
ています。（さっぱりしたものが好き）
◆好きなこと（趣味）
　習い事はたくさんしました（大正琴・
民謡教室等）

　手先で物を作るのが好き（小物等）
◆元気の秘訣
　小さい頃から歯科医院にはよく行っていました、今で
も何かあるとすぐに歯科医院へ行きます。

　歯間ブラシも使って毎日歯磨きしています。
　歯の質が強い、身体も丈夫です。

【木�　三平さん　81歳　歯数30本】

◆好きな食べ物

　何でも食べます。好き嫌いなし。

　晩酌の焼酎が大好物でしたが、最近

は控えています。

◆好きなこと（趣味）

　碁・将棋（最近はテレビゲームでしたりしてます。）

　思いつくままに随筆を書いたりもしています。

◆元気の秘訣

　歯みがき粉は使わないで磨きます。

　３か月一回は歯科医院で定期健診しています。

　強い歯は親ゆずりです。

【原口　忠吉さん　81歳　歯数21本】

◆好きな食べ物

　焼酎と刺身で毎日の晩酌

　魚・野菜もバランスよく食べていま

す、小魚もよく食べます。

◆好きなこと（趣味）

　本を読むこと、世界史・日本史は大好きです。

　テレビをみるのも好きです。（特に政治討論など）

◆元気の秘訣

　歯磨きは食後欠かしません、間食もしません。

　歯科医院では定期的に歯石除去しています。

　丈夫な歯は親ゆずりです。

� ��������������������������������������������
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【尾崎マキエさん　80歳　歯数29本】

◆好きな食べ物

　何でも食べます。

　バランスよく食事をするようにして

います。

◆好きなこと（趣味）

　縫い物（和裁・洋裁・編み物等）が好きでした。

◆元気の秘訣

　友人が歯周病になって予防のために歯磨きをしている

のをみて自分もならないように気をつけていました。

【町田ハルエさん　80歳　歯数26本】
◆好きな食べ物
　好き嫌いなし。何でも食べます。
（ちりめんじゃこはいっぱい食べます）
　自然食をよく食べます、粗食です。
◆好きなこと（趣味）
　美容室を現在も続けています、お客
さんとのおしゃべりが楽しいです。

　最近は特製餃子を作ってみんなに食べてもらうことが
楽しみです。

◆元気の秘訣
　歯ブラシを家のいろんな場所に置いています、とにか
くよく歯磨きしています。（１日４回以上）

　歯科医院では定期的に歯石除去しています。歯が痛く
て苦労したことはありません。

【吉留 久治さん　80歳　歯数25本】

◆好きな食べ物

　好き嫌いなし。何でも食べます。

◆好きなこと（趣味）

　旅行が好きで日本全国行きました。

写真を撮るのが大好き。

　グラウンドゴルフ

◆元気の秘訣

　家族みんな元気で歯もみんな丈夫でした。

　歯ブラシは職場にも置いていていつも歯磨きしています。

　うがいもまめにしています。

【三輪　敏子さん　80歳　歯数23本】
◆好きな食べ物
　朝食はパンとコーヒー（コーヒーが
大好き）牛乳も欠かしません。

　くだもの
◆好きなこと（趣味）
　社交ダンスをしていました。いつも

ウォーキングして体を動かすようにしています。
　音楽が好き（特に洋楽）洋裁・編み物も好きです、自
分の服は自分で作ったりしています。

◆元気の秘訣
　定期健診を受けています。子どもの頃から何かあると
すぐ歯科医院へ行きます。

【児玉　俊夫さん　80歳　歯数22本】
◆好きな食べ物
　なんでも食べます。（妻の作る漬物
はおいしいです）

　好きな物は自分で調理もします。
◆好きなこと（趣味）
　旅行することが好きでいろんなとこ

ろに行きました。
　戦争の経験を伝えたくて自分史を書いています。
◆元気の秘訣
　親ゆずり、家族みんな歯が丈夫でした。
　固いものが好きでいつも歯ごたえある物をガリガリ噛
んでいます。
　歯科医院へ定期健診に行っています。

【田渕　富夫さん　80歳　歯数22本】

◆好きな食べ物

　好き嫌いなし。

　特にお肉や刺身はよく食べます。

◆好きなこと（趣味）

　毎日の晩酌が大好き。（焼酎１日１

合）

　テレビをみるのも楽しみのひとつです。盆栽も趣味で

した。

◆元気の秘訣

　歯が悪くなると歯医者に行きます。

【�嵜　文子さん　80歳　歯数21本】
◆好きな食べ物
　好き嫌いなし。何でも食べます。
◆好きなこと（趣味）
　花を育てることが好きです、咲くと
とってもうれしいです。

　歌がすきです。
◆元気の秘訣
　ディサービスでは毎回笑って嚥下体操しています。
　歯磨きは１日３回しています。
　歯科医院では定期的に歯石除去しています。
　これからもずっと自分の歯で食事していけるように大
事にしたいです。 �
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＜当日の日程及び申し込み先＞

【受 付 時 間】　８：３０～８：５０
【開　会　式】　９：００～（小雨決行、荒天中止）
　　※中止の場合は、防災行政無線で放送
【集合出発場所】　串木野西中学校
【駐　車　場】　新田グラウンド
【携　行　品】　タオル、手袋、帽子、雨具、水筒等　
　　※緊急時のために携帯電話をお持ちの方はご持参ください。
【問合せ先・申込み先】　いちき串木野市教育委員会市民スポーツ課　
　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ 21－5129　fax 36－5228
　　　　　　　　　　　　いちき串木野市教育委員会文化振興課　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ 33－5650　fax 32－7340
　　※串木野体育センター、B＆G海洋センター、市来体育館にも申込書の提出ができます。

【事前申込み締切】　１月15日�まで　【当日受付もできます。】

　　主催：いちき串木野市、いちき串木野市教育委員会　後援：いちき串木野市体育協会

平成20年１月20日�

　切　り　取　り　線　

第10回　元気な街づくりウオーキング大会参加申込書
バス希望
（○・×）

コース
希望に○を電話番号保護

者印
児童・生徒
学　校　名住     　　所性

別
年齢
学年

ふりがな
氏　　名

　３・５・１０�　　　　　　　

　３・５・１０�　　　　　　　

　３・５・１０�　　　　　　　

　３・５・１０�　　　　　　　

※　４年生以下の参加は保護者同伴とし、児童生徒（５年生以上）のみの参加は保護者の承諾印が必要です。

誓　　約　　書
　私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、自己の責任とし、主
催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけないことを誓います。また、大会当日は
事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意しながらマイペースで歩くことを誓います。

　　平成 　　　  年 　　　  月 　　　 日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記誓約書に参加者全員同意します。　申込代表者氏名　　　　　　　　　　　○印 

＜送迎バス運行予定＞
中央公民館出発　８：１0
アクアホール出発　７：５０

�　らくらく野平３kmコース
（所要時間：１時間程度）
�　ほくほく深田５kmコース
（所要時間：１時間30分程度）
�　山坂達者荒川10kmコース
（所要時間：３時間程度）
※　参加料は無料
※　もれなく健康づくりカードを配布
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No.31No.31No.31 

●●●　全国学力・学習状況調査結果の概要　●●●

　今年の４月２４日に、全国学力・学習状況調査が実施されました。この調査は、子どもたちの学力と学習の状

況を把握して学校や教育委員会の取組の課題を明らかにすることを目的としています。調査は、全ての小学６

年生と中学３年生を対象に行われ、学力調査は、国語と算数・数学の２教科で、それぞれ基礎的な知識を問う

A問題と活用力を調べるB問題の２種類で実施されました。学習状況調査は、学習環境や生活習慣について調

査を行いました。

　なお、この調査で測定できるのは、学力の特定の一部分であって、全ての学力の状況を明らかにできるもの

ではありません。

１　本市の学力の状況について

　�　小学６年生の学力の状況

　　【国語】　国語Aの本市の平均正答率は８２.２％、国語Bについては６２.０％で、県や全国の平均正答率と同じで

した。わりとよくできているのは、「書くこと」や「読むこと」で、「言語事項（漢字や言葉の使い

方に関すること）」と「話すこと・聞くこと」の活用力について、やや課題があります。

　　【算数】　算数Aの本市の平均正答率は７８.４％、算数Bの平均正答率は６０.０％で、本市は、県や全国よりも２

ポイント程度下回っています。特に、「数と計算」と「数量関係」の基礎的な知識や処理について、

課題があります。

　�　中学３年生の学力の状況

　　【国語】　国語Aの本市の平均正答率は８０.３％、国語Bについては７１.０％で、本市は、県や全国よりも１.５ポイ

ント程度下回っています。特に、「書くこと」と「読むこと」の基礎的な知識や技能について、課

題があります。

　　【数学】　数学Aの本市の平均正答率は６９.２％、数学Bの平均正答率は５７.６％で、本市は、県や全国よりも２

ポイント程度下回っています。特に、「数と式」の基礎的な知識や処理と活用力について、やや課

題があります。

２　今後の課題解決に向けての取組について

　�　国語教育の授業と研究の充実

　　　「書くこと」「読むこと」の領域における系統的な授業の在り方と授業外における書く活動の充実に向け

て、研修内容の充実（小・中連携）に努める。

　�　算数・数学教育の授業と研究の充実

　　　「数と計算」「数と式」「数量関係」の領域における系統的な授業の在り方と補充指導の充実に向けて、

研修内容の充実（小・中連携）に努める。

　�　市教育３アップ作戦の推進

　　ア　市国語教育研究会、市算数・数学教育研究会の研修を生かし、数値目標を設定しての共通実践事項の

推進を図る。

　　イ　個に応じた指導充実のための指導計画や指導形態の見直しと補充指導の時間の確保に努める。

　　ウ　課題となっている領域における校内研修の推進（小・中連携）を図る。

　　エ　家庭との連携を強化した家庭学習６０・９０運動の推進や基本的生活習慣の改善に努める。



１９

●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●

　１１月１０日、いちきアクアホールで、「青少年のため

の科学の祭典」いちき串木野市大会を実施しました。

　今年も、市内の各学校の先生方を中心に１６人の講

師による８種類の科学実験・科学工作のブースを開

設しました。当日は、終了時刻の午後４時まで来場

者が絶えることなく、約５７０人の方々が来場しまし

た。中には、同じ実験を何回も試してみる子ども

や、実験のコツをつかんで講師の代わりに教えてい

る子どももいて、科学の面白さを存分に味わってい

ました。

▲ジェットコースターモデルで遊ぼう

●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●

　１１月３０日、市民文化センターで、いちき串木野市

小・中学校音楽発表会を行いました。伝統芸能やわ

らべうたから最近の流行曲まで、バラエティーに富

んだ合唱や合奏を市内１６の小・中学校の子どもたち

が、学習の成果を精一杯発表しました。

　講師の小磯誠先生（県総合教育センター研究主事）

からは、「昨年よりも表情豊かな演奏になっている。一

つ一つの演奏に工夫のあとが見られ、みなさんの思い

がよく伝わってきた。」という講評をいただきました。

　これからも、音楽の学習に一生懸命取り組んで、

音楽の楽しさやすばらしさを味わい、豊かな心をは

ぐくんでほしいものです。

●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●

　１１月１９日、串木野小学校で、「子ども１１０番の家」

として協力している方々やいちき串木野警察署の職

員を招いて、「子ども１１０番の家」駆け込み訓練を行

いました。

　これは、いざという時に、児童が自らの安全を守

り、迅速かつ適切な行動がとれるようにするために

実施されたものです。

　連れ去り犯に扮した先生たちに、「道を教えて」な

どと誘われた児童が、大声で助けを求め、防犯ブ

ザーを鳴らしながら舞台上の「子ども１１０番の家」

に駆け込み、不審者の特徴などを伝えました。

●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●

　１２月１日、いちきアクアホールで、「平成１９年度い

ちき串木野市PTA連絡協議会委嘱研究公開」を行い

ました。

　シンポジウムでは、市来小における地域安全マッ

プづくりや不審者対応訓練などの取り組み、市来小

PTAの防犯ステッカーの作成・配布や「わが家の安

全３カ条」の作成、川上小校区における青パト隊の

活動などについて、発表が行われました。

　また、市来小金管バンド・合唱団によるアトラク

ションが行われたのち、県立鹿児島工業高校硬式野

球部の中迫俊明監督が「ネバーギブアップ」と題し、

野球を通じた子どもたちとの関わり等について講演

されました。

「青少年のための科学の祭典」
いちき串木野市大会

「子ども110番の家」
駆け込み訓練

いちき串木野市
小・中学校音楽発表会

PTA連絡協議会
委嘱研究公開



指定管理者協定調印式
　１１月１日、市長室で国民宿舎等の指定管理者協定書
の調印式が行われました。
　これにより、平成２０年４月から平成２５年３月まで、
「国民宿舎串木野さのさ荘」の管理運営を�南日本総
合サービスが、「国民宿舎吹上浜荘」と「市来ふれあい
温泉センター」の管理運営をフレンド宇都�が行うこ
ととなりました。
　民間事業者のノウハウを活用した効率的かつ効果的
な運営により、これらの施設が市内外の皆さんの憩い
の場としてさらに活用されるものと期待されます。

母校への思い寄せられる
　１１月５日、川上小学校・市来小学校・市来中学校に
寄付金が贈呈されました。寄付されたのは、昭和３８年
度市来中学校を卒業された皆さんです。
　今回、１１月３日に吹上浜荘で還暦同窓会を開催し、
子供たちのために役立てて欲しいと、母校への思いが
多く寄せられました。
　また、当日受付にて、市来小学校の校旗の作成費助
成を呼びかけ、その全額を市来小学校へ寄付されまし
た。

BDFキャラバン
　１１月６日、「ぐるっと九州エコキャラバン」が市内の
蒲鉾工場を訪問し、BDF精製のデモンストレーション
などを行いました。BDFとは、バイオディーゼル燃料
の略で、使用済み食用油を精製してできる環境にやさ
しいエネルギーです。
　このキャラバン隊は、BDFで動くトラックで九州７
県の１７市町村を回っており、今回は串木野蒲鉾組合の
さつま揚げを揚げた後の油を使ってBDFを精製しま
した。
　使用済てんぷら油をゴミとして捨てずに車の燃料な
どにすれば、限られた資源である石油を節約できるだ
けでなく、地球温暖化防止にも役立つことから、BDF
の普及が期待されています。

串木野クリーンセンターを除草
　１１月２日、串木野下水道協会のボランティア作業に
よる串木野クリーンセンターの場内の除草が行われま
した。
　平成１０年から毎年続けられ、１０回目となった今回
は、串木野下水道協会に加入されている２０社２６人の皆
さんが参加されました。ありがとうございました。

２０



２１

バイキング給食
　１１月８日、生冠中学校体育館でバイキング給食が行
われました。
　今回のメニューは、生福地区でとれた徐福米を使っ
たおにぎりをはじめ、秋太郎のレモンソースかけやき
びなごフライなどで、生徒たちはいつもとは違う雰囲
気と素材をいかした愛情いっぱいの味を楽しみ、終始
笑顔のたえない給食となりました。

消防技術指導会
　１１月９日、市消防本部東側訓練塔において、第２回
消防技術指導会が開催されました。
　この指導会は、あらゆる災害に対し、安全・確実・
迅速な部隊活動を行うとともに、消防知識・技術の向
上を図ることを目的として、「１１９番の日」にちなんで
昨年から実施しているものです。
　今回は、「木造２階建ての住宅の１階部分から火災
が発生し、老夫婦が２階の窓越しに助けを求めてい
る。」という想定で、本署、分遣所から５つの消防部隊
が出場し、住宅火災における消火及び救助など一連の
防ぎょ活動技術を披露しました。

いちき串木野市B＆G海洋センター開所記念

第１２回少年柔道錬成大会
　１１月１１日、B＆G海洋センター武道館で第１２回少年
柔道錬成大会が開催され、市内外から３１チーム（小学
生の部１４チーム・中学生の部１３チーム・中学生女子の
部４チーム）が参加しました。
　本市の主な成績は次のとおりです。
●小学生の部　　　　　　●中学生の部
　３位　市来柔心道館　　　優勝　市来中学校

▲

中
学
生
の
部
で

　

優
勝
し
た
市
来
中
学
校

市町村による青少年劇場「東京金管五重奏団」演奏会開催
　１１月１４日、市来中学校体育館で東京金管五重奏団の
演奏会が開催されました。１部では、楽しい演奏とと
もに楽器の特徴などを学び、２部では、メルヘン朗読劇
「夜空の虹」が行われ、川上小・市来小・市来中の児童
生徒の代表が参加して、金管五重奏団の演奏をバック
に友情と思いやりを題材にした朗読劇を演じました。
鑑賞した児童生徒は真剣に聞き入っていました。

連盟旗争奪軟式野球大会
　１１月１１日、多目的グラウンドで第２回連盟旗争奪軟式
野球大会が開催され、参加チームは熱戦を展開しました。
●優　勝　原田畳店　　　●準優勝　大弘軒



笑ーるどカップ in 羽島グラウンドゴルフ大会
　１１月１７日・１８日の２日間、フレンドパーク羽島で、
いきいき愛羽会主催の「第２回笑ーるどカップin羽島
グラウンドゴルフ大会」が開催されました。
　この大会は、羽島地区の皆さんの親睦と健康の増
進、地域活性化を図ることを目的に、昨年から開催さ
れています。
　今回は、羽島地区の老若男女８５人が参加し、選手の
皆さんは思い思いにプレーを楽しんでいました

１００歳おめでとうございます
　１１月１０日に有村多賀子さん（旭町）、１１月１６日に大久保
ヨシさん（祗園町）が、１００歳の誕生日を迎えられました。
　現在、有村さん・大久保さんを含め、本市の１００歳以
上の方は９人となり、お二人に市からお祝いの花や記
念品などを贈呈しました。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

▲100歳になられた大久保ヨシさん

市内地区対抗駅伝競走大会
　１１月２５日、串木野新港周回コースで、市内地区対抗
駅伝競走大会が開催され、参加した選手たちが一本の
タスキを懸命につなぎました。
　１２チーム、１２区間で競われた今大会は、生福地区が
優勝を飾り、以下準優勝照島地区、３位羽島・土川地
区の順でした。
●区間賞
　　　　区　　間　　　　　 氏　　名　　 タイム
１区（中学生男１７００Ｍ）　　大六野秀畝　　４′５０″

（区間新）
２区（小学生男１０００Ｍ）　　平田　穂高　　３′１７″
３区（一般男１７００Ｍ）　　　石塚　正太　　４′５４″
４区（一般女１０００Ｍ）　　　後潟華奈子　　３′０７″

（区間新）
５区（中学生男１７００Ｍ）　　北方　和希　　５′２６″
６区（小学生女１０００Ｍ）　　上野　真由　　３′２５″
７区（１０歳代１７００Ｍ）　　　中村　祐輝　　４′５５″
８区（小学生女１０００Ｍ）　　野田　汐里　　３′３５″
９区（中学生女１７００Ｍ）　　良井さえ子　　５′４９″
１０区（小学生男１０００Ｍ）　　真田　　大　　３′２８″
１１区（一般男１７００Ｍ）　　　馬込　圭三　　５′４２″
１２区（一般男４０以上１０００Ｍ）西別府浩明　　２′５７″

元気いきいきフェスタ２００７（保健福祉大会）
　１１月２０日、市民文化センターで「健康な人づくりで
豊かな郷土を築こう」をスローガンに、元気いきいき
フェスタ２００７（保健福祉大会）が開催されました。
　社会福祉関係の表彰が行われたあと、運動普及推進
員による健康体操、高齢者クラブや神村学園鼓舞道部
による歌や踊りなどが披露されました。
　また、「夢に向かって」と題して、児玉義人氏（元鹿
児島市立鹿児島商業高校校長）が講演されました。

２２



２３

かんむりだけ山市物産展
　１１月２３日、冠岳花川砂防公園で、かんむりだけ山市物産展が開催されました。また、併せて冠嶽山柴燈護摩供
養、冠岳神社秋季例大祭も行われ、約４万人の人出で賑わいました。
　会場では、特産品販売のほか、長崎龍踊りや郷土芸能、大ぼら吹きコンテスト、田中星児・吉祥谷友歩ミニコ
ンサートなど多彩な催しで来場者を魅了しました。

生福保育所園児による演技 会場の様子

田中星児・吉祥谷友歩ミニコンサート 大ぼら吹きコンテスト

第２６回　羽島青年文化祭
　１１月２５日、羽島小学校体育館で羽島青年学級主催の
第２６回羽島青年文化祭が開催されました。
　今回は、羽島保育園・幼児園によるちびっこマーチ
ング、羽島小学校児童による大型紙芝居・竹太鼓、羽
島中学校生徒によるソーラン節、婦人会による踊り、
有志によるバンド演奏、そして、青年学級による踊り・
コント・演劇など盛りだくさんの内容で盛大に開催さ
れました。
　なお、文化祭の様子は羽島青年学級ホームページ
（http://www.bunise.com）で動画にて配信予定です。

観音炭（木炭）生産活動
　１１月２４日、観音ヶ池市民の森で、市来高齢者クラブ
が、毎年恒例となった「観音炭」の窯出しを行いまし
た。
　この「観音炭」は、市来地域の元気な高齢者が、木
炭生産熟練者の指導を受けながら、木炭になる原木の
準備、窯入れ作業、一週間強にわたる窯だき、冷却後
の窯出しなどの作業を行い、毎年丹精込めて生産され
ています。
　出来上がった作品は、「いちき串木野市ふれあい
フェスタ」などにも出品され、大好評でした。



２４

全九州サイクリング大会
　１２月１日、多目的グラウンドをスタート・ゴールと
して、「第４２回全九州サイクリング大会in鹿児島　い
ちき串木野大会」が開催されました。
　当日は、好天で絶好のサイクリング日和りとなり、
九州各地から集まったサイクリスト約１５０人が、紅葉
あふれる観音ヶ池や霊峰冠岳などを走り抜けました。
　また、昼食では、本市の名物「まぐろラーメン」「ポン
カレー」や「つけあげ」「かまぼこ」「みかん」に舌鼓をう
ち、参加者はいちき串木野を存分に満喫されました。

第１３回田園荒川ず′カップゴルフ大会
　１２月２日、荒川地区内の田んぼで第１３回田園荒川ず′
カップゴルフ大会が開催されました。
　温かい日差しと心地よい風の中、約１００人の参加者
が６０ヘクタールの田んぼの中に設定された１８ホールを
楽しみました。
　また、地元農産物即売や高齢者クラブによるミニ門
松作りとしめ縄作りの体験、しし鍋やイモ団子など昼
食の振舞いなどもあり、参加者は荒川の自然を満喫し
ていました。

【年末年始のごみ収集】
■燃えるごみの収集
　年末は12月29日�まで　　年始は１月４日�から
■燃えるごみ以外のごみ
　平成19年度ごみ収集カレンダーをご覧ください。
【ごみの直接搬入】
■串木野環境センター
　年末は12月30日�まで
　（29日・30日も、ごみ全般を搬入できます）
　年始は１月４日�から平常どおり
■市来一般廃棄物利用エネルギーセンター
　（燃えるごみのみ搬入できます）
　年末は12月29日�まで　　年始は１月４日�から
　※搬入時間はどちらも９：00～12：00、13：00～16：00です。
　年末は大変混雑します。大掃除は早めに済ま
せ、なるべく早めに搬入しましょう。

　●問合せ　串木野環境センター（�32－2388）

　国保に加入すると保険証が交付されます。保険証は
被保険者であることの証明書であり、また受診券でも
ある非常に大切なものです。
●お医者さんにかかるときには、必ず保険証を提示し
てください。（保険証を提示しない場合は、全額自
己負担になります）
●いちき串木野市から転出するときには、市役所での
転出手続きの際に、保険証を返してください。
●職場の社会保険などの国民健康保険以外の健康保険
に加入したときには、資格喪失の手続きが必要で
す。手続きの際に資格喪失をするすべての方の国民
健康保険証を返してください。

※資格喪失の手続きには、資格を喪失するすべての方
の新しい健康保険証も必要です。
●保険証の有効期限が切れたときは、保険証は必ず市
役所に返してください。
●一時的に家族と離れて住むとき（就学・就労など）には、
申請が必要です。なお、すでに申請された方でも有効
期限が切れたときは、再度手続きが必要です。

●特に医療機関で治療中の方は、国民健康保険以外の
健康保険に加入したときなど国保の資格がなくなっ
たときは、必ず医療機関にも届け出ましょう。
●国民健康保険の資格がなくなった後に保険証を使う
と、医療費を返していただくことになります。
●保険証の内容に間違いや変更があれば、必ず届出を
してください。

���������������������������������������������������������������������������

年末年始のごみ収集と直接搬入
生活環境課（�33－5614）

保健・衛生・福祉

国民健康保険被保険者証（保険証）は大切に
健康増進課（�33－5613）・健康福祉課（�21－5120）

手作りの料理でお正月を！
　１２月３日、生福農業研修センターで食の伝承講座が
開催され、２５人が参加しました。
　お正月を、心のこもった手作りの料理で迎えてほし
いとの思いから、市生活研究グループのメンバーが講
師となり、今回はお正月には欠かせない伊達巻やごま
めなど５品に挑戦しました。
　参加者は、まもなく迎えるお正月の一品に早速取り
入れたいと熱心に学んでいました。



２５

未来の宝子育て支援金について
福祉課（�33－5618）

＜修学資金の貸付＞
●対 象 者　高等学校、短期大学、大学、高等専門学

校または専修学校で修学するために必要
な経費であり、母子家庭の児童、父母の
ない児童、寡婦が扶養している子。

●貸 付 金　自宅通学の場合・・・下表のとおり

●利　　率　無利子
●償還方法　卒業後６ケ月据置（高校９年以内、大学

12年以内）
＜修業資金の貸付＞
●対 象 者　事業を開始し、または就職するために必

要な知識技能を習得するのに必要な経費
であり、 母子家庭の児童、父母のない児
童、寡婦の扶養している子。

●貸 付 金　�技能修得の場合は月額50,000円
　　　　　　�自動車運転免許取得（就職内定者）の

場合は460,000円まで
●利　　率　無利子
●償還方法　修業期間終了後１年据置で、貸付期間の

２倍以内（自動車運転免許取得の場合は
６年以内）

＜就職支度資金＞
●対 象 者　就職するに際して直接に必要とする被

服・履物等の購入費等であり、母子家庭
の児童、父母のない児童

●貸 付 金　100,000円
●利　　率　無利子
●償還期間　１年据置で６年以内
＜就学支度資金＞
●対 象 者　来春４月に小学校・中学校・修学資金の

対象となる学校への入学、または知識技
能を修得させる修業施設（厚生労働大臣
が定める施設）への入所に必要な経費で
あり、母子家庭の児童、父母のない児童、
寡婦が扶養している子。

●貸 付 金　下表のとおり

●利　　率　無利子　
●償還期間　修学期間終了後６ケ月据置で５～７年以内
［申し込み］随時福祉課で受け付けています。
［そ の 他］１．金額は平成19年11月現在のもので

す。毎年多少の変動があります。ま
た、家庭の収入により金額が異なる
場合もあります。

　　　　　　２．合格発表以前でも申請できます。
　　　　　　３．どの資金も貸付申請には連帯保証人

� �������������������
が必要です。
� ������

　　　　　　４．上記貸付の他、母子家庭の母、寡婦
を対象として事業開始、事業継続、
技能習得、就職支度、医療介護、生
活、住宅、転宅、結婚等の貸付制度
があります。詳しくは、福祉課まで
お問い合わせください。

母子（寡婦）福祉資金の貸付　　　　　　　　　　
修学資金・修業資金・就職支度資金・就学支度資金

福祉課（�33－5620）　

※自宅外通学は貸付金額が異なります。　　　
（単位：円／月）

５　年４　年３　年２　年１　年区　分学校別
18,000
30,000

18,000
30,000

18,000
30,000

国公立
私　立

高校・専修
高 等 課 程

44,000
52,000

44,000
52,000

21,000
32,000

21,000
32,000

21,000
32,000

国公立
私　立

高 等 専 門
学　 　 校

45,000
53,000

45,000
53,000

国公立
私　立

短大・専修
専 門 課 程

44,000
53,000

44,000
53,000

45,000
54,000

45,000
54,000

国公立
私　立

大　 　 学

29,00029,000専 修 学 校
（一般課程）

（単位：円）

自宅外から通学（所）自宅から通学（所） 入　学（所）
39,500小　学　校
46,100中　学　校

85,000
420,000

75,000
410,000

国公立
私　立

高校・専修
高 等 課 程

85,000
420,000

75,000
410,000

国公立
私　立

高 等 専 門
学　 　 校

380,000
590,000

370,000
580,000

国公立
私　立

大学・専修
専 門 課 程

85,000
100,000

75,000
90,000

中　卒
高　卒

修 業 施 設

　次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育て
を支援する制度です。
【祝金の対象者】
　�出生祝金：１０万円
　　既に２人以上の子どもを養育し、第３子以降の子
どもを出産した方（保護者）
　　但し、子どもの出生前に保護者が、いちき串木野
市に１年以上住所を有していること
　�誕生日祝金：１歳から５歳までの誕生日ごとに

２万円
　　既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１
日以降に第３子以降を出産した方で、その第３子以
降の子どもが誕生日を迎えた方（保護者）
　　但し、子どもの誕生日前に保護者が、いちき串木
野市に１年以上住所を有していること
　�入学祝金：１０万円
　　既に３人以上の子どもを養育し、第３子以降の子

どもが平成20年４月に小学校に入学する保護者
　　但し、入学時点で保護者が、いちき串木野市に１
年以上住所を有していること

　　※入学式終了後、申請していただくことになります。
●手続きに必要なもの
・申請者及び配偶者がいちき串木野市税を滞納してい
ないことがわかる、市税務課発行の証明書（平成19年
10月１日以後に事由が発生したものに係る申請の時）

・印鑑
・保護者の振込口座預金通帳（郵便局は不可）
　※各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が

発生した翌月から６カ月以内です。
●請求・問合せ
　串木野地域の方は　串木野庁舎福祉課
　市来地域の方は　市来庁舎健康福祉課（�21－5117）



２６

　平成19年10月１日から平成21年９月30日まで、戦没
者遺族相談員として、下記の方々が厚生労働大臣から
業務を委託されましたのでお知らせいたします。
●戦没者遺族相談員　小松博明、中間啓行

　第20回九州アルコール関連問題学会が鹿児島で開催
されることになり、下記日程で公開講座が開かれま
す。聴講を希望される方はご来場ください。
●日　程　平成20年１月26日�
　　　　　９：00～受付
　　　　　９：30～シンポジウム
　　　　　11：00～記念講演
●参加費　1,000円（当日受付支払）
●会　場　鹿児島県市町村自治会館（鹿児島市鴨池新町）
●問合せ　鹿児島大会事務局〔鹿児島県精神保健福祉

センター内〕（�099－255－0617）

　日本に留学している大学生等が、鹿児島や宮崎の家
庭で、２週間ホームステイする「第27回からいも交流・
春」が開催されます。
　いちき串木野市国際交流協会では、受入を希望する
ご家庭を下記の要領で募集しています。
　日本語をある程度は話せる留学生ですので、皆様の
ご応募をお待ちしております。
●滞在時期　平成20年３月９日�～23日�
●申込期限　平成20年１月18日�
●申込方法　協会事務局に準備してある参加申込用紙

に、必要事項をご記入ください。
●費用助成　いちき串木野市国際交流協会から
　　　　　　予算の範囲内で１万円以内を助成
●問 合 せ　いちき串木野市国際交流協会事務局へ
　　　　　　（市企画課国際交流係内）

　いちき串木野市国際交流協会では、市民の国際交流
への参加を促進するために、外国人留学生等のホーム
ステイを７日以上受け入れた協会員に対し、下記の要
領で助成金を支給します。
●申込条件　いちき串木野市国際交流協会への加入

（年会費1,000円）
●助成金額　予算の範囲内で１回につき１万円以内を

助成します。ただし、他の機関から助成
金を受給する場合は支給されません。

●申込方法　ホームステイの依頼を証する書類を添え
て協会事務局にお申込みください。

●問 合 せ　いちき串木野市国際交流協会事務局へ
　　　　　　（市企画課国際交流係内）

　火災多発期で火気使用の機会も多くなる年末にあた
り火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災発生
を防止し、市民の生命・身体及び財産を保護するため、
市内の各消防分団が夜警を実施します。
●日　時　12月29日�・30日�
　　　　　21：00～24：00
●場　所　市内各消防分団詰所等
●夜警の方法　分団詰所等に待機するとともに、消防

ポンプ自動車その他の消防車両で所轄区
域を巡回して警戒にあたります。

※市民一人ひとりが火の取扱いには十分注意し、後始
末をしっかりして、火災のない年末年始を過ごしま
しょう。

●日　時　１月６日�　９：00開始
●会　場　市民文化センター
●内　容
　１　市民文化センター前庭での行事
　　�　市長観閲（分列行進・車両パレード）
　　�　新消防ポンプ自動車（銀河号）の展示
　　�　ポンプ車の放水訓練披露（照島分団・川上分団）
　　�　幼年消防クラブの規律訓練披露
　　　　（市来幼稚園幼年消防クラブ）
　　�　救助訓練（高所からの救出）の披露
　２　市民文化センター内での行事
　　�　幼年消防クラブの演技披露
　　　　（神村学園付属幼稚園幼年消防クラブ）
　　�　消防団員等の各種表彰
　※市民の多数のご参観をお願いします。
　　当日は車両パレードのため、付近の道路が混雑し
ますので、通行の際はご協力ください。

　　なお、駐車場は市役所職員駐車場（市役所南側）
をご利用ください。

●開講式　１月29日�
●場　所　B＆G海洋センター体育館
●期　間　１月29日から２月28日まで
　　　　　（全10回　毎週火・木曜日開催予定）
●時　間　午後８時から午後９時30分まで
●対象者　市内に居住する18歳以上の方
●定　員　20人（定員になり次第締め切ります）
●参加料　スポーツ安全保険　1,500円
●申　込　１月23日�まで（期日厳守）
　　　※市民スポーツ課（市来庁舎）及びB＆G海洋セ

ンター（�32－8994）にある所定の申込用紙
に必要事項を記入の上、保険料1,500円を添え
て、直接市民スポーツ課及びB＆G海洋セン
ターに申し込んでください。

戦没者遺族相談員について
福祉課（�33－5618）

消防団の年末夜警
消防本部（�32－0119）

平成20年消防出初式
消防本部（�32－0119）

募集・催し
第20回九州アルコール関連問題学会
鹿児島大会公開講座について

福祉課（�33－5619）

第27回からいも交流・春　受入家庭募集
企画課（�33－5628）

ホームステイ受入家庭助成事業について
企画課（�33－5628）

バドミントン教室受講生募集
市民スポーツ課（�21－5129）
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　住宅地を次のとおり分譲いたします。

●受付期間　１月10日�　17：00まで

●受付場所　いちき串木野市土地開発公社（市財政課内）

●申し込み条件

　１　自己の住宅を５年以内に建築できる人

　２　契約の日から２ヶ月以内に代金が完納できる人

　３　同居（予定）の家族がある者（申込人が登記権利者となります。）

　４　１世帯につき１区画となります。ただし同一区画に２名以上の申込者があった場合は、抽選になり

ます。

　５　営利目的でないこと。

●申し込みに必要なもの

　１　宅地分譲申込書

　２　住民票謄本（世帯員全員）

　３　申し込み者本人の源泉徴収票又は所得証

明書

●契約保証金

　　売買契約と同時に契約金額の10分の１を土

地開発公社指定の銀行口座に振り込んでいた

だきます。（譲渡代金の内金となります。）

●その他

　１　募集期間後の残区画については申し込み

順に分譲します。

　２　その他詳しくは、いちき串木野市土地開

発公社（�33－5656）にお問合せください。

分譲地の募集について
土地開発公社（�33－5656）

「 羽  島  矢  倉 団地」
���������

●場　　所　いちき串木野市羽島　字　矢倉地内

●用途地域　無指定　建ぺい率70％容積率400％

●分譲区画　６区画

●区画面積　253.24�～470.31�

　　　　　　（約76.6坪～約142.3坪）

●分譲価格　8,041,000円～13,095,000円

　　　　　　（坪当り約92,000円～108,000円）

●学　　校　羽島中学校まで350m

　　　　　　羽島小学校まで450m

※鹿児島インター～串木野インター　車で25分

市来インター～串木野インター～川内都インター　無料

※市内外からの定住者に補助制度あり最高240万円

「 市  来  小  城 団地」
���������	

●場　　所　いちき串木野市湊町堂ノ前地内

●用途地域　無指定　建ぺい率70％容積率400％

●分譲区画　34区画

●区画面積　233.07�～342.46�

　　　　　　（70.5坪～103.59坪）

●分譲価格　4,711,277円～7,808,088円

　　　　　　（坪当り約67,000円～78,000円）

●学　　校　市来小学校まで1.2km

　　　　　　市来中学校まで1.1km

※鹿児島インター～市来インター　車で18分

市来インター～串木野インター～川内都インター　無料

※市内外からの定住者に補助制度あり最高218万円
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　誰でも気軽にできるスポーツを通して、体力づく
り・仲間づくりを行いませんか。
●募集対象　市内に居住する小学校３年生以上の小中

学生（保護者の承諾が必要です。）
●期　　間　１月12日～３月８日　計５回程度
　　　　　　土曜日の13：30～15：30
●場　　所　B＆G海洋センター体育館
●募集定員　30人（定員になり次第、締切）
●参 加 料　スポーツ保険500円
●活動内容　ニュースポーツ等
●申込方法　１月９日�まで（期日厳守）にB＆G海洋

センター体育館へ（申込書はB＆G海洋セ
ンター体育館にあります。）

●問 合 せ　B＆G海洋センター体育館

　昨年ご好評いただいた「もちつき大会」について、
今年も下記のとおり開催いたします。
　市民の皆さまの参加をお待ちしております。
●日時　12月31日�17：00～
●場所　国民宿舎吹上浜荘

　償却資産とは、法人又は個人で工場や商店などを経
営している方、また、駐車場やアパートなどを貸し付
けている方が、その事業のために用いている構築物、
機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償
却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が
課税されます。
　また、土地や家屋と異なり申告制になっており、償
却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する市町村
の長に、その年の１月１日現在の償却資産の状況を申
告することになっています。
　なお、固定資産税が課税される償却資産とは、次の
要件を備えるものでなければなりません。
１．土地や家屋のように事業用であると非事業用であ
るとを問わず課税されるものではなく、必ず、事業
の用に供するものでなければなりません。

２．その減価償却額又は減価償却費が法人又は所得税
法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に
算入されるもの（法人税又は所得税を課されない者
が所有するものを含む。）でなければならない。

３．鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資
産は、有形固定資産のように

　�　資産が具体的に存在するものではないため、市
町村の行政施設との受益関係が明らかでないこと

　�　その価格を評価する場合の基準となるべきもの
が客観性に乏しいこと

　�　これらの諸権利を実現するために有形減価償却
資産が存在することも考えられること

　　等の理由から、課税客体たる償却資産の範囲から
除外することとされている。

　○　具体的な例として次のようなものがあります。
　１．構築物～舗装路面、門・外灯、ゴルフ場のネッ

ト設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス緑化施
設、農業用施設、畜舎、受変電設備等

　２．機械及び装置～工作機械、建設用機械、農業用
機械、漁業用機械、食品加工設備、その他機械設
備等

　３．船舶～モーターボート、砂利採取船、しゅんせ
つ船等

　４．航空機～ヘリコプター、グライダー等
　５．車両及び運搬具～大型特殊自動車（車両ナンバー
が０又は９で始まるもの）、貨車、構内運搬具等

　６．工具器具・備品～建設・測定用工具、事務機器
類、電気器具、自動販売機、理美容業器具類、陳
列棚、医療器具類、スポーツ・娯楽業器具類等

◎次のようなものは、課税の対象になりません。
１．耐用年数が１年未満のもの
２．取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規
定により一時に損金算入されたもの

３．取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規
定により３年以内に一括して均等償却するもの

４．自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
　※　ただし、１、２の場合であっても、個別の資産

ごとの耐用年数により通常の減価償却を行なって
いるものは課税の対象になります。

B＆G少年少女スポーツ教室参加者の再募集
B＆G海洋センター（�32－8994）

事業用償却資産を所有される方は申告をしてください
税務課（�33－5617）

国民宿舎　吹上浜荘　もちつき大会
国民宿舎吹上浜荘（�36－2511）

そ　の　他
１２月の市税納期

１２月２５日
固定資産税　　　第３期
国民健康保険税　第５期
介護保険料　　　第５期

税務課（�３３－５６１５）

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替日は、１２月２５日です。口座振替の方は、
預金残高のご確認をお願いします。なお、口座振替
の手続きは、お近くの金融機関に納付書・通帳・印
鑑をご持参のうえ、お手続きください。

考えよう　税の働き　大切さ

（平成1９年度「税に関する作品」より）
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早期転換・再挑戦支援窓口のご案内
商工観光課（�33－5638）

「高速船シーホーク」・「フェリーニューこしき」ドック運休します
商工観光課（�33－5638）

ご存知ですかe－Tax ！
税務課（�33－5616）

　「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」を利用することにより、国税に関する各種手続を、自宅や事務
所にいながらにしてインターネット等で行うことができます。
　※電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を併せて送信した
場合に、所得税額から５，０００円（その年分の所得税額を限度）を控除（平成１９年分又は平成２０年分のい
ずれか１回）できるようになります。

　手続きの詳細やご質問についてはe-Taxホームページ又はヘルプデスクへ
●e-Taxホームページ　（http://www.e-tax.nta.go.jp）
　※e-Taxを利用した源泉所得税の納付手続きの詳細は、国税庁ホームページにも掲載しています。
　　〔国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp〕
●ヘルプデスク
　【電話番号】　0570－015901（全国一律市内通話料金）
　【利用時間】　月曜日～金曜日（祝日等を除きます。）の午前９時から午後５時まで

●「シーホーク」ドック運休ダイヤ　期間：１月９日～１月23日

フェリーニューこしき

港　名

シーホーク

２便１便２便１便

下り上り下り上り上り下り上り下り

16：5016：3011：1510：40串木野

ドック運休

↓↑
│
｜
｜
｜
｜
｜

↓↑

18：1012：40９：25里

↓
13：25８：40中　甑

14：05８：00鹿　島

19：1014：5014：35７：20長　浜

※この期間の旅客運賃及び航送運賃は、従来どおりの運賃適用となります。

●「フェリーニューこしき」運休ダイヤ　期間：１月28日～２月８日

フェリーニューこしき

港　名

シーホーク

２便１便２便１便

下り上り下り上り上り下り上り下り

ドック運休

串木野18：5015：0011：55８：10

　
↑
│
｜
｜
｜
｜
｜

↓↑
│
｜
｜
｜
｜
｜
↓ 

里15：5511：05

中　甑16：2010：40

鹿　島16：4010：20

長　浜17：05９：55

手　打17：3017：25９：30９：25

※この期間は「フェリー便」がないため、全便２等運賃適用となります。

●問合せは、甑島商船	（�32－6458）まで
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　平成20年１月１日現在でいちき串木野市に住所のあ

る方で、平成19年中（１月１日～12月31日）の所得内

容（生活状況）が次のいずれかに該当する方は、２月

18日�から３月17日�までの申告期間中に市県民税の

申告が必要です。なお、この申告に係る市県民税申告

書については、20歳以上の方へ１月下旬までに配付し

ます。

●給与所得があった方で次のような方

　�勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない

方

　�給与所得以外に他の所得（利子・配当・不動産・

雑所得等）があった方

　�平成19年中に退職し、その後就職されていない方

　�医療費控除等を受けようとする方

　（※所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。）

●営業等所得、農業所得があった方

●年金、恩給等を受けた方

※所得税の確定申告をされる方や、給与所得のみの方

で勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がある

方は申告の必要はありません。

　申告に必要な書類　

●平成19年中の所得を明らかにする書類

　・給与所得、年金所得者の場合は、源泉徴収票又は

給与支払明細書など

　・営業等所得、農業所得者の場合は、収支を明らか

にする帳簿、領収書など

　※領収書、帳簿等必要書類が不足している場合に

は、申告書を作成できない場合がありますので、
� ��������������������

領収書等を整理してから申告を行ってください。

●諸控除等の証明書、領収書等

　・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控

除証明書

　・国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料等

の支払証明書又は領収書

　※今回から国民健康保険税及び介護保険料の証明書

は、社会保険料控除証明書として、申告書の封筒

にハガキが同封されています。

　・医療費の領収書

　・身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書等

●印鑑

医療費控除を申請される方へ

◎医療費の領収書は、必ず「医療を受けた人」「病院・
� ����������������

薬局」ごとに整理し、それぞれ１年間（１月～12月
� ���������������������������
まで）に支払った金額を集計してきてください。
� �������������������������
◎また、支払った医療費に対して、健康保険の高額療
養費や生命保険金等で補てんされた金額があった場
合も、必ず金額を控えてきてください。

★「医療費控除」とは、支払った医療費が還ってくる
ものではなく、１年間に支払った医療費が一定額以
上だった場合に、一定額以上の医療費を所得から差

� ������
し引く控除の一つです。
� ������������

　申告についての問い合わせ先　

　・串木野庁舎　税務課　市民税係　�33－5616

　・市来庁舎　　市民課　税 務 係　�21－5116

平成２０年度市県民税申告について平成２０年度市県民税申告について平成２０年度市県民税申告について
税務課（�33－5616）

◎申告の際のお願い

　平成18年度から老年者控除が廃止されたことに

より、非課税措置を受けられなくなった方や税額

が高くなった方のうち、寡婦（夫）控除や障害者

控除を受けられる方は、非課税措置を受けたり、

税額を軽減できる場合がありますので、申告の際

にお申し出ください。（障害者控除を受ける際は、

障害者手帳や障害者控除対象者認定書を提示して

ください。）
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◎重要

　国民健康保険の加入者は、家族など他の誰かの

扶養親族となっていても必ず申告書を提出してく

ださい。

　世帯に申告のない方がいると、軽減を受けられ

ない場合があります。

　また平成20年４月から始まる、後期高齢者医療

保険制度へ加入される方（75歳以上）がいる世帯

も同様に世帯全員の申告が必要です。
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　国民健康保険税および介護保険料（※普通徴収）の納入証明書は、昨年度まで希望者に対して窓口にて
発行していましたが、本年度（平成１９年度）から、市県民税申告書と一緒に行政嘱託員を通じて納入証明
書（「社会保険料控除額証明書」圧着はがき式）を配付いたします。

　この証明書は、平成１９年１月～１２月までに、国民健康保険税を納税した世帯主及び介護保険料（普通徴
収）を納付した方を対象に、その納入額を証明するもので、確定申告、市県民税申告の際に『社会保険料
控除』として申告することができます。
　なお、既に市役所窓口で証明を取り、年末調整を済まされた方、また、確定申告をする必要のない方は、
破棄してください。
　配付時期は１月２１日を予定しています。

証明書についての問い合わせ先　　　　　　　

・串木野庁舎　税務課　管理係　�33－5682・33－5615

早期転換・再挑戦支援窓口のご案内
商工観光課（�33－5638）

国民健康保険税及び介護保険料(普通徴収)の納入証明書発行のお知らせ
税務課（�33－5682）

障害者控除対象者認定と税控除について
福祉課（�33－5619）・税務課（�33－5616）

　身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の納税者本人、またはその控除対象配偶者や親族で、下記対象
� ��������������������������

者については、福祉事務所長の認定を受けることにより、所得税・住民税の障害者控除または特別障害者控除を受

けられる場合があります。

●対象者

・寝たきりの方、認知症の方、心身に障害のある方等で、その障害の程度が障害者に準ずる方

　※12月28日�までに、福祉課または健康福祉課へ申請のうえ「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、そ

の年分の申告で障害者控除を受けることができます。

　※現在、障害者控除対象者認定書をお持ちの方は、介護度等に変更がなければそのまま使うことができますの
� ���������������������������������������������������������

で、申請する必要はありません。
� �����������������

　※状態により、受けられる控除額が異なります。詳しくは担当課へお尋ねください。

●認定の申請については

　串木野庁舎　福祉課　高齢障害係（�33－5619）・市来庁舎　健康福祉課　福祉係（�21－5117）

●税控除額等については

　串木野庁舎　税務課　市民税係（�33－5616）・市来庁舎　市民課　税務係（�21－5116）

※『普通徴収』とは、介護保険料を納付書で納入された方です。

　年金受給者の方は、『特別徴収』として年金から天引きされていますので、社会保険庁から送付される『源

泉徴収票』に記載の「介護保険料額」をご確認ください。

　ただし、①平成１９年４月１日までに６５歳に到達され、普通徴収から特別徴収へ変更となった方

あるいは、②特別徴収の方で、介護保険料の改定等で普通徴収での納付があった方

　　　　　（年金からの天引きの他に、納付書で納付された方）

　上記①②の方は、社会保険庁からの源泉徴収票とあわせて申告することになります。



　農業委員会委員選挙人名簿は、毎年１月１日現在で
有権者が提出した登載申請書に基づき作成されます。
　登録資格を有していても、申請をしないと名簿には
登録されません。
　なお、現在、登録されている人も申請をしないと名
簿に登録されず選挙時に投票ができません。有権者
は、必ず登載申請書を提出してください。
�　登録資格を有する人
　�　10アール以上の農地を耕作している人
　�　上記�の同居の親族、又は配偶者で、１年に60
日以上の耕作に従事する人

　�　10アール以上の農地を営む農業生産法人の組合
員、又は社員で１年に60日以上耕作に従事する人

　�　�から�までのいずれかに該当し、昭和63年４
月１日までに生まれた人

�　申請書の提出期限　　平成20年１月10日�
�　申請書提出先
　・農業委員会事務局（串木野庁舎２階）
　・産業経済課（市来庁舎１階）
※申請用紙は、行政嘱託員に届けてありますので、該
当される方は申し出てください。

　これからの時季は、空気が乾燥し、季節風が強い時
もあり、火気を使用する機会も増えるとともに、年末
年始を迎える慌しさのため、普段にも増して火災予防
に対する注意が必要です。
　悲惨な火災が発生しないよう火の取扱いや後始末に
は十分気をつけるとともに、万が一の火災に備え、消
火器や住宅用火災警報器などを設置しておき、火災の
ない明るい年末年始を迎えましょう。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
―３つの習慣・４つの対策―

≪３つの習慣≫
１　寝たばこは、絶対やめる。
２　ストーブは、燃えやすいものか
ら離れた位置で使用する。
３　ガスこんろなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消す。
≪４つの対策≫
１　逃げ遅れを防ぐために、住宅用
火災警報器を設置する。
２　寝具、衣類及びカーテンからの
火災を防ぐために、防炎品を使用
する。
３　火災を小さいうちに消すため
に、住宅用消火器等を設置する。
４　お年寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の協力体制を
つくる。

相談はいっさい無料です。お気軽にご相談ください。
秘密は厳守されます。

※法律相談を希望される方は社会福祉協議会に予約し
てください（受付人員７人）。　他の相談は予約はいりませ
ん。その他お問い合わせは、社会福祉協議会へどうぞ。

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出を
選挙管理委員会（�21－5125）

早期転換・再挑戦支援窓口のご案内
商工観光課（�33－5638）

１月の心配ごと相談
社会福祉協議会（�３２－３１８３）

相　談　員

相　談　日

相談種別
相談場所
及び
相談時間 ２５日１８日１１日８日

金金金火

心配ごと相談員○○○○生活・福祉
児 童 相 談

串木野高齢者
福祉センター
９：00～12：00

看護師経験者－－○－健康・介護
相 談

社会保険労務士○○－○年金・保険
交通事故相談

司 法 書 士
土地家屋調査士○○－○財産・登記

相 談

税 理 士－－○－税金・経営
相 談

弁 護 士－－○－法 律 相 談

心配ごと相談員

－２２日１５日８日
生活・福祉
相 談

市 来 高 齢 者
福祉センター
10：00～12：00

－火火火

－○○○

住　　所年　齢故　　人
川　上94中　島　國　雄
上　名88平　川　キクエ
御倉町94北　山　サカヱ
羽　島93上　野　 　吉
下　名78丸　尾　己　義
塩屋町60竹　中　利　昭
下　名87小　原　　　始
下　名94上　竹　純　男
上　名53�　原　順　子
高見町70松木薗　吉　二
川　上90古　川　タ　子
下　名98下迫田　秋　枝
東島平町69川　邊　三　郎
上　名57中　薗　政　文
湊　町82宇　都　ヨシノ
湊　町95野　�　ハツヱ
湊　町75山　下　廣　行
北浜町88竹　下　善　市
東島平町70假　屋　義　弘
住吉町86松　田　武　夫
下　名91柴　田　ミサヱ
上　名54宇　津　弘　章
日出町98長　　　ふぢみ
大　里87土器屋　　　淳
下　名82中　島　光　雄
桜　町87平　地　　　勲
冠　嶽81八牟禮　ハ　ル
上　名84田　尻　準　一
上　名60鳥井原　　　廣
下　名88池之上　實　一
大　里83今　田　スミヱ
湊　町64 　田　豊　香
小瀬町91久木�　勝　美
住吉町81内　野　クサエ

おくやみ（１１月届出分）

（届出人が同意した方を掲載してあります。）
※市社会福祉協議会へ香典返しにかえて寄付をいただきました
方々については、「いちき串木野市社協だより」に掲載します。

年末年始の火災予防
消防本部（�32－0119）
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《《館内おはなし教室》》
　☆日　時：１月５日�　1５：00～
　　　　　　１月１８日�　1６：00～
　☆内　容：読み聞かせ・シアター・折り紙等

《《市来分館おはなし会》》
　☆日　時：１月１２日�　10：00～
　　　　　　★ボランティアグループ『たんぽぽの

会』のおはなし会です。

年末・年始の休館日
　市立図書館は12月29日�～１月３日�まで休館日
です。休館中の返却は『返却ポスト』にお願いしま
す。

 

☆★１月の移動図書館巡回日程★☆

※サービスステーション（到着予定時）は、『広報い
ちき串木野６/20号』に掲載してあります。

　詳しくは、市立図書館（�33－5655）へお尋ねく
ださい。

� � � � � �

� �������������������������������������������

���������	�
�����������	�
�� １１月届出分１１月届出分

住　所保　護　者子どもの名前住　所保　護　者子どもの名前

上　　名　渡　内匠屋　 春 　 樹 
��� �

上　　名奉　　文山　下　 華 　 鈴 
�� ��

下　　名光　　一中　尾　 夢 　 依 
�� �

日 出 町翔　　一末　吉　 麗 　 奈 
�� �

大　　里進　　矢松　園　 恭  太  朗 
��������

大　　里優　　作本鍋田　　　 優 
���

羽　　島芳　　広岩　元　 耀 　 祐 
��� ��

川　　上顕　　次大　迫　 楓 　 華 
��� �

湊　　町久　　敬中　間　 優 　 雅 
��� �

口 之 町浩　　志宮　脇　 萌 　 禾 
�� �

中 尾 町清　　隆福　山　 沙 　 樹 
�� �

緑　　町泰　　久寺　師　 晴 　 香 
��� �

大　　里憲　　昭橋之口　 結 　 心 
�� �

羽　　島龍 一 朗栫　　　 煌 　 晟 
��� ��

塩 屋 町宏　　明福　屋　　　 魁 
��

上　　名憲　　一西　田　 佑 　 亮 
��� ��

出生届の届出期間は、生まれた日から１４日以内
※持参するもの
●出生届（出生証明書）１通
●母子健康手帳
●国民健康保険証（加入者のみ）
●印鑑（届出人のもの）（届出人が同意した方を掲載してあります。）

西塩田町　剛　外　薗　 直 　 也 
��� �

春 日 町和　　也隈　元　 結 　 奈 
�� �

上　　名　太　瀬戸口　 波 　 音 
�� ��

巡回日コース巡回日コース

１月17日�６コース１月８日�１コース

１月22日�７コース１月９日�２コース

１月23日�８コース１月10日�３コース

１月24日�９コース１月15日�４コース

１月25日�10コース１月16日�５コース

１�・２�・３�・７�
１４�・２０�・２８�

開館時間
火～金： ９：００～１９：００

 土・日・第３月： ９：００～１７：００

市立図書館・市来分館
１月の休館日

３３

毎
月
第
１
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日
は
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ン
ダ
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「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

発行：いちき串木野市役所 企画課　　ホームページ：http:www.city.ichikikushikino.lg.jp/
〒８９６‐８６０１　鹿児島県いちき串木野市昭和通１３３番地１　　携帯用：http:www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/
（TEL）０９９６‐３２‐３１１１（FAX）０９９６‐３２‐３１２４　　E-mail：info@city.ichikikushikino.lg.jp 本紙は古紙配合率100％再生紙を使用しています 

ち
 き

 ゅ う に や さ し い
 

みどりをまもる
３４

���������	
�
　　　　　　　　　　　シリーズ�

「薩摩金山蔵」の紹介
　薩摩金山蔵は350年の歴史を持つ串木野金山にあり、施設内の地下へト
ロッコで約800m進むと金山観光施設を併設した坑道内の焼酎貯蔵庫や江
戸時代まで行われていた"どんぶり仕込み"の再現も見学できます。
　また、施設内では温浴施設や食事処も併設しておりますので、『いきいき
バス』を使って、坑道内を見学した後地下坑道から豊富に湧き出る鉱泉水
を利用した温浴施設「杜氏の湯」で入浴し、お食事処「ほたる庵」で、海
山でとれた豊富な材料で作り上げるさつま料理を堪能するのはいかがで
しょうか。ご利用をお願い致します。

●薩摩金山蔵　�21－2110 
　　いきいきバス【薩摩金山蔵】停留所時刻案内

●問合せ先　串木野庁舎　商工観光課　�３３－５６３８

日曜日（大型バス）

串木野駅
１０：３７
１２：３７
１４：３７
１６：３７
１８：３７
１９：３７

⇒薩摩金山蔵
１０：２７
１２：２７
１４：２７
１６：２７
１８：２７
１９：２７

⇒串木野駅
１０：２０
１２：２０
１４：２０
１６：２０
１８：２０
１９：２０

（１１月届出分）

本鍋田　 優 ちゃん
すぐる

（大里）

　
元気で明るく優しい子に成長してね。

母：泉さん

山下　 華  鈴 ちゃん
か りん

（上名）

　
いつまでもパパとママの宝物です。

母：香名子さん


